
事 務 連 絡 

令和５年５月２日 

 

所 属 長 各 位 

 

総 務 課 長 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する休暇等の 

取扱いについて 

 

 令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症か

ら５類感染症に変更されることに伴い、休暇等の取扱いを以下のとおり変更します。 

 つきましては、各所属において、職員（会計年度任用職員を含む。）に周知するとともに、適切な

運用をお願いします。 

 

記 

 

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる休暇の取扱い 

  令和５年５月８日（月）以降は「（別紙）対応一覧表」のとおりとします。 

  インフルエンザ感染症の取扱いと同じになります。 

 

２ マスクの着用と基本的な感染防止対策について 

  マスクの着用については個人の判断としますが、業務中の接客、訪問時においては、マスクの着用

を推奨します（別添：「マスク着用の考え方の見直し等について」を参照してください）。自身や家族

の体調に異変がある場合はマスクの着用をお願いします。 

  当面の間、基本的な感染防止対策（手指消毒、窓口カウンターの消毒、庁内・執務室の換気等）は

継続して行うこととしてください。 

 

３ 検温器、手指消毒、窓口のアクリル板等について 

  現在設置している、検温器、消毒液、窓口のアクリル板等については、引き続き設置します。 

 

４ ワクチン接種にかかる職務免除の取扱いについて 

  インフルエンザ感染症と同様に職務免除の取扱いとします。 

 

５ テレワークの実施について 

  現在、試行中のテレワークについては、引き続き実施して構いません。 

 

６ 総務課への報告について 

令和５年５月８日（月）以降、総務課への陽性者、濃厚接触者の報告は不要としますが、施設の閉

鎖等により、市民生活に影響がある場合は、これまでと同様に総務課へ報告してください。 
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（別紙）対応一覧表

想定されるケース等の例 ～R5.5.7の対応及び休暇等 R5.5.8～の対応及び休暇等

職員本人が新型コロナウイルス感染症に感染 出勤困難休暇（特別休暇）
Ⓐ医師の診断を受け、領収書等を提出した場合⇒病気休暇
Ⓑ医師の診断を受けない場合⇒年次有給休暇

せき、発熱等の風邪症状がある

PCR検査等を受け・・・
Ⓐ陽性⇒上記Ⅰとなり出勤困難休暇（特別休暇）
Ⓑ陰性⇒判明後、業務に支障がある場合は病気休
暇、支障がない場合は出勤

Ⓐ医師の診断を受け、領収書等を提出した場合⇒病気休暇
Ⓑ医師の診断を受けない場合⇒年次有給休暇

ⅱ　職員本人に症状がない場合

➀濃厚接触者となる可能性がある者
新型コロナウイルス感染症患者と接触していたが、県（保健
所）からは濃厚接触者と特定されなかった

年次有給休暇 年次有給休暇

➁親族が感染者又は濃厚接触者となった者 親族が感染者となった又は濃厚接触者と特定された 出勤困難休暇（特別休暇） 年次有給休暇

③親族に発熱等の風邪症状がある者 親族にせき、発熱等の風邪症状がある

親族にPCR検査等を受けるよう促し、
Ⓐ陽性⇒上記ⅱ➁となり出勤困難休暇（特別休暇）
Ⓑ陰性⇒出勤、ただし小学校未就学児の場合「子の
看護休暇（特別休暇）」が取得可能

年次有給休暇
ただし小学校未就学児の場合「子の看護休暇（特別休暇）」が
取得可能

職員本人が濃厚接触者と特定された 出勤困難休暇（特別休暇） 年次有給休暇

子の通う学校等が臨時休校となり、職員が子の世話をする 出勤困難休暇（特別休暇） 年次有給休暇

ワクチン接種を受けに医療機関へ行く 職務免除 職務免除

　Ⅲ　臨時休校等により子の世話をする場合

　Ⅳ　ワクチン接種

状況等

　Ⅰ　新型コロナウイルス感染症患者

Ⅱ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
以
外

ⅰ　職員本人に発熱等の風邪症状がある場合

ⅲ　職員本人が濃厚接触者となった場合



５ 高 教 福 第 2 0 4 号

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日

各市町村（学校組合）教育長 様

教 育 長

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う関係通知

の廃止について(通知)

このことについて、別添写しのとおり県立学校長あて通知しましたので、参考にお知らせしま

す。

担当

高知県教育委員会事務局教職員・福利課

人事企画担当 古田・恩地

電話：088-821-4903



５ 高 教 福 第 2 0 4 号

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日

各県立学校長 様

教 育 長

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う関係通知

の廃止について(通知)

本年５月８日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第114号）上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から

５類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連する下記の通知につい

ても廃止します。

つきましては、各所属において、教職員（臨時的任用教職員及び会計年度任用職員を含

む。）に周知するとともに、適切な運用をお願いします。

記

１ 廃止通知一覧

（１） 教育長通知

ア 「新型コロナウイルス感染症に関する感染拡大防止に係る休暇、在宅勤務の取扱

い等について」（令和２年３月５日付け元高教福第1707号教育長通知）

イ 「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を受ける場合等の服務の取扱い

について」（令和３年６月３日付け３高教福第342号教育長通知）

（２） その他

ア 「教職員に新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の対応等について」（令

和４年２月25日付け教職員・福利課長通知）

２ 留意事項

（１）１（１）アの廃止に伴い、５月８日以降、同感染症にかかる事由で教職員が勤務

しない場合は、病気休暇や年次有給休暇を使用してください。

（２）１（１）アで規定していた在宅勤務については、新型コロナウイルス感染症に関

する母性健康管理措置の対象期間が、令和５年３月31日から同年９月30日に延長さ

れたことを踏まえ、医師等の指導に基づいた申出を行った妊娠中の教職員に限り、

令和５年５月２日付け５高教福第205号教育長通知に基づき、令和５年９月30日まで

対象となります。

（２）１（２）アの廃止に伴い、５月８日以降、陽性者の報告やマスコミへの報告は不

要となりますが、学校の休校など、児童生徒に影響がある場合等は、所属長は人事

主管課長等と協議し適宜マスコミへの公表を行うとともに、保護者等からの問い合

わせに対応してください。

446723
写



（参考）５月８日以降に新型コロナウイルス感染症にかかる事由で利用できる制度

※ 症状がない場合等、状況に応じて週休日の振替の活用が可能。

想定されるケースの例示 利用できる休暇制度

教職員が新型コロナウイルスに感染 病気休暇（医師の診断がある場合）、年次有給休暇

教職員に発熱等の風邪症状あり 病気休暇（医師の診断がある場合）、年次有給休暇

親族が新型コロナウイル

スに感染

症状あり
看護休暇（休暇取得要件を満たす場合）、

年次有給休暇

症状なし 年次有給休暇

担当

高知県教育委員会事務局教職員・福利課

人事企画担当 古田・恩地

電話：088-821-4903

【分類番号 02-03-9999】



５高教福第２０５号

令和５年５月２日

各県立学校長 様

教 育 長

新型コロナウイルス感染症に関する妊娠中の教職員への対応（在宅勤務）

について(通知)

新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号）上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から５類感染症に変更

されることに伴い、在宅勤務の取扱いを含め新型コロナウイルス感染症に関連する通知を廃止し

たところです。

一方で、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が、令和５年

３月31日から同年９月30日に延長され、引き続き必要な措置を講ずることとされました。

このため、妊娠中の教職員から、母子保健法の保健指導又は健康診査を行う医師又は助

産師の指導に基づく在宅勤務の申出があった場合には、別紙のとおり取扱うこととしま

す。

つきましては、各所属において、適切に運用していただくとともに、教職員（臨時的任

用教職員及び会計年度任用職員を含む。）に周知していただきますようお願いします。

担当

高知県教育委員会事務局教職員・福利課

人事企画担当 古田・恩地

電話：088-821-4903

【分類番号 02-03-9999】

446723
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５ 高 教 福 第 2 0 5 号

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日

各市町村（学校組合）教育長 様

教 育 長

新型コロナウイルス感染症に関する妊娠中の教職員への対応（在宅勤務）

について(通知)

このことについて、別添写しのとおり県立学校長あて通知しましたので、参考にお知らせしま

す。

なお、在宅勤務の取扱いについては、各市町村（学校組合）の状況に応じて、個別に対応して

ください。

担当

高知県教育委員会事務局教職員・福利課

人事企画担当 古田・恩地

電話：088-821-4903



別紙 新型コロナウイルス感染症に関する妊娠中の教職員への対応（在宅勤務）について

１ 目的

新型コロナウイルス感染症に関し、妊娠した教職員に必要な母性健康管理上の措置を

行うことを目的とする。

２ 在宅勤務の対象教職員

保健指導又は健康診査を受けた結果、教職員の作業等における新型コロナウイルス感

染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが、母子又は胎児の健康保持に影響が

あるとして、医師又は助産師からの指導を受け、それに基づいて在宅勤務の申出を行っ

た妊娠中の教職員で、所属長が在宅勤務を実施することが適当であると認める者。

３ 在宅勤務の実施手続

（１） 在宅勤務を実施する教職員は、在宅勤務管理簿兼報告書（別紙様式）により、

原則として実施日の前日までに、所属長に申し出るものとする。やむを得ず口頭

による場合は、事後速やかにこれらの手続きを行うものとする。

（２） 所属長は（１）による申し出があった場合は、４、５、７及び次のような点を

考慮して、在宅での勤務が適当であると認めるときは、これを承認するものとす

る。

ア 在宅勤務の実施により、公務の運営に支障がないこと。

イ 在宅勤務を実施しようとする教職員の業務遂行能力及び勤務管理能力等を

踏まえ、円滑に在宅勤務を遂行できること。

（３） 在宅勤務の実施日時を変更又は取りやめる場合は、当該勤務日の前日までに所

属長の承認を受けるものとする。

（４） 在宅勤務をした教職員は、在宅勤務実施後の翌勤務日に、在宅勤務管理簿兼報

告書により実施日、時間、業務内容等について所属長に報告するものとする。ま

た、所属長から業務の成果物等を求められた場合は、その指示に従うこと。

（５） 所属長は、在宅勤務管理簿兼報告書の決裁後、速やかに同報告書の写しを人事

主管課に送付すること。

（６） 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの確保等のため、必

要と認める場合には、在宅勤務の実施を制限することができる。

４ 対象業務

個人情報や機密情報等の非開示情報（※）以外の情報を取り扱い、自宅で行うことが

可能な業務とする。

（例）

（※）高知県情報セキュリティポリシー（以下「セキュリティポリシー」という。）に定

める「情報分類Ａ」に該当する情報

（情報公開条例第６条第１項各号のいずれかに該当する情報）

パソコン使用
教材研究、年間指導計画作成、指導案作成、各分掌業務引継書作成、

職員会資料作成等

パソコン使用なし
教材研究、年間指導計画等の素案作成、指導案の素案作成、

教室掲示物作成等



５ 業務の実施方法

（１） 教職員に貸与されている学習系パソコン（以下「学習系パソコン」という。）の

利用

（２） 学習系パソコンを利用しない業務にあっては所属長の指示する方法

６ 学習系パソコンの持ち出しの把握

持ち出し記録簿等の作成により、持ち出し状況等を把握すること。

７ 服務等

（１） 在宅勤務を実施する教職員は、在宅勤務による職務の遂行にあたり、職務の円

滑な実施に必要な環境を整え、職場での勤務と同様に、職務に専念しなければな

らないこと。

（２） 職務専念義務に反しているとの疑念を生じさせ、県民からの信頼を損なうよう

な行動は、厳に慎むこと。

（３） 在宅勤務中に、私用を行う場合は、年次有給休暇により対応をすること。ただ

し、宅配物の受け取りなど在宅勤務に伴って避けられない一時的かつごく短時間

の私用であって、社会通念上認められる範囲内のものについては、この限りでな

いこと。

８ 勤務時間及び勤務時間管理

（１） 在宅勤務を実施する日の勤務時間は所属長が定める。休憩時間は正午から午後

１時までとする。なお、各種休暇又は部分休業の利用は妨げないこと。

（２） 特段の事情がない限り、時間外勤務は命じないこと。

（３） 在宅勤務を実施する教職員は、在宅勤務の開始時及び終了時に電話等により、

所属長等に業務内容等について報告すること。

（４） 所属長は、必要に応じ、電話等により、在宅勤務の実施状況を確認すること。

９ 情報セキュリティ等

（１） 所属長は、在宅勤務を命じる教職員に、セキュリティポリシーの遵守を徹底す

ること。

（２） 教職員は、セキュリティポリシーを遵守しなければならないこと。

（３） 在宅勤務に当たっては、所属において学習系パソコンに、所属長の許可を得た

上で、在宅勤務に必要なデータを学習系共有フォルダ等から学習系パソコンデス

クトップに取り込むこと。その際には、必要に応じてパスワード設定等を施すこ

と。

なお、校務系共有フォルダ内にあるデータのうち、所属長の許可を得たデータ

を取り出す場合、校務系ネットワークから学習系ネットワークにデータを移動さ

せたうえで、学習系パソコンのデスクトップに取り込むこと。

ただし、次に掲げる行為を行ってはならないこと。

ア 情報分類Ａに該当する情報（個人情報、機密情報等の情報公開条例第６条第１

項各号のいずれかに該当する非開示情報）を取り扱うこと。

イ 公務上の電磁的記録媒体（USB メモリ、DVD、CD 等）及び紙文書（以下「公務上

の情報資産」という。）を自宅に持ち帰ること。ただし、紙文書については、所属

長の許可を得た場合はこの限りでない。



ウ 自宅等のネットワーク及び私物の外部接続機器に接続すること。

エ 在宅勤務において作成したデータを当該学習系パソコン以外の電磁的記録媒体

に保存すること。

オ 在宅勤務において作成したデータ及び公務上の情報資産を学校外で印刷し、又

は複製すること。

10 在宅勤務に係る費用負担等

（１） 在宅勤務に係る電話料金、電気料金等の費用は、教職員の負担とすること。

（２） 学習系パソコンにおいて、盗難、紛失や職員の不注意・過失による故障（液こ

ぼしや落下物等による故障）が発生した場合、現状回復、修理については、所属

での対応となること。

11 実施期間

令和５年９月 30 日までとする。


